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伊勢都市計画第一種市街地再開発事業の変更 

伊勢都市計画高度利用地区の変更 

 

意見への対応及び素案縦覧結果について 

 
 
１． 第 56 回都市計画審議会での意見への対応 

  ［意見内容］ 

 高度利用地区の理由書について、都市計画図書の見出しとしてはこのままで、今

回は新たに地区を追加するが伊勢市全体の都市計画としては変更になるという表現

になるよう、文章に追加して頂きたい。 

 
  ［対応方針］ 

 意見を受けて、高度利用地区の理由書について、「追加決定」という言葉を加える

ことで新規決定とは異なるという表現になるよう、文書を修正した。 

 

修正前 修正後 

（第 56 回事前説明案件資料 

Ｐ10 下から５行目） 

市マスタープランに掲げる将来都市像

の実現に向け、土地の合理的かつ健全

な高度利用をおこなうため高度利用地

区を決定し、都市機能の更新を図ろう

とするものである。 

（Ｐ11 下から３行目） 

 

市マスタープランに掲げる将来都市像

の実現に向け、土地の合理的かつ健全

な高度利用をおこなうため高度利用地

区として伊勢市駅前Ｃ地区を追加決定

し、都市機能の更新を図ろうとするも

のである。 

 
２． 内容の訂正 

① 高度利用地区の計画書 

訂正前 訂正後 

「高度利用地区（伊勢市駅前地区）に

ついての位置及び区域は、平成 10 年

３月 13 日伊勢市告示第７号の計画図

表示のとおり」 

「高度利用地区（伊勢市駅前地区）に

ついての位置及び区域は、昭和 51 年

12 月 25 日伊勢市告示第 45 号の計画

図表示のとおり」 

 
［訂正理由］ 

 本市における高度利用地区の直近の変更は、訂正前に記載していた平成 10 年で

あるが、この変更は他の地区を廃止する内容であり、伊勢市駅前地区は、当初決定

の昭和 51 年から変更していないため 
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② 高度利用地区の計画図 

［訂正内容］ 

既に都市計画決定を行っている伊勢市駅前 B地区について、「変更しない地

区」として表示 

 
［訂正理由］ 

     三重県からの指示により 

 
③ 市街地再開発事業の計画図（公共施設配置図） 

［訂正内容］ 

道路の幅員について、これまで「幅員○ｍ 全幅員△ｍ」としていた表記を、

「幅員△ｍ」に修正（計画書に記載した幅員の数値とあわせた） 

 
［訂正理由］ 

三重県からの指示により 

 
 
３． 素案縦覧と結果 

  縦覧期間  令和元年 8月 15 日（木）～令和元年 8月 29 日（木） 

  伊勢市公告 伊勢市公告第 23 号 

  縦覧場所  都市計画課、各総合支所生活福祉課、伊勢図書館、小俣図書館 

      （伊勢市ＨＰにも、期間中、素案を掲載した） 

  縦覧結果  意見申出書の提出及び縦覧者なし 

 
※意見申出書の提出がなかったため、公聴会は中止した 

 






















